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医師修学資金貸与者にかかる三重県地域医療支援センター 

キャリア形成卒前支援プランの適用について 

                              

                           令 和 ５ 年 ７ 月 

                           三重県医療保健部 

                           医 療 人 材 課 

  

 １ キャリア形成卒前支援プランの概要 

  三重県では、三重県医師修学資金の貸与を受けた地域枠等の学生や自治医

科大学の学生に対して、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図

り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるよ

うに支援することを目的として、「三重県地域医療支援センターキャリア形成

卒前支援プラン」を策定しました。 

  キャリア形成プログラムが卒後の医師を対象とするものであるのに対し、

キャリア形成卒前支援プランは、将来キャリア形成プログラムの適用を受け

ることについて同意が得られた学生※を対象とするものです。 
  ※ 令和５年度以降の三重県医師修学資金貸与者は、全員が対象となります。 

 

２ 策定の背景について 

 令和３年 12 月１日付けで、厚生労働省「キャリア形成プログラム運用指

針」が一部改正され、都道府県は「キャリア形成卒前支援プラン」を策定

し、令和５年度入学者から適用することが示されました。 

 

３ キャリア形成プログラムに基づくキャリア形成のイメージ 

 

 

４ 「三重県地域医療支援センターキャリア形成卒前支援プラン」について 

  三重県地域医療支援センターキャリア形成卒前支援プランは、三重県のホ

ームページで公開しています。 

 

  

資料１ 

トップページ > 健康・福祉・子ども > 医療 > 医師・看護職員確保対策  

 > 地域医療支援センター 

  https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOKAI/HP/m0346100042.htm 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOKAI/HP/m0346100042.htm
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５ 対象者 

三重県医師修学資金の貸与者は、全員が本プランの対象となります。本プラ

ンの適用については、令和５年度以降に入学した者から適用されます。 

なお、令和５年度以前の入学者についても参加することが可能です。 

 

６ 対象期間  

 本プランの対象期間は、入学時又は当該プランへの適用の同意を得た時か

ら卒業までとします。 

 

７ 卒前支援プロジェクト 

 本プランでは、大学や医療機関等と連携し、地域医療に関する実習や講義

の開催等、将来地域医療に従事する意識の向上に資するため、大学ごとに

「卒前支援プロジェクト」を設定しています。 

 対象者は、対象となる卒前支援プロジェクトに参加することとします。参

加区分が必須の卒前支援プロジェクトについては、必ず参加してください。 

   

８ 卒前支援プランの運用等 

 本プランは、三重県地域医療支援センターが策定し、必要に応じて見直し

を行います。 

見直しにあたっては、改訂案をホームページに公開し、適用対象の学生の

皆さんから意見を伺うことを予定しています。 

  

９ 相談・問い合わせ先 

 

○キャリア形成卒前支援プラン及び三重県医師修学資金貸与制度に 

関すること 

三重県医療保健部 医療人材課 医師確保班 

〒514-8570 三重県津市広明町 13番地 

TEL: 059-224-2326 

FAX: 059-224-2340 

E-mail: iryokai@pref.mie.lg.jp 

 

 ○キャリア形成の相談に関すること 

三重大学医学部附属病院 臨床研修・キャリア支援部 

地域医療支援センター 

TEL: 059-231-5529 

FAX: 059-231-5114 

E-mail: iryousien-t@clin.medic.mie-u.ac.jp 

 

 


